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４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

油布委員長 ただ今から、総務企画委員会を

開きます。

本日は、平成２９年７月九州北部豪雨災害

に関する執行部の対応状況等について報告い

ただくため開催しました。

これより、企画振興部関係の説明に入りま

す。

それでは、九州北部豪雨災害復旧・復興推

進計画について及び九州北部豪雨災害に係る

重要な緊急課題に対する要望・提言に対する

執行部の対応状況等について、執行部は一括

して説明をお願いします。

廣瀬企画振興部長 今回の豪雨災害に当たり

ましては、議員の皆様には、議会災害対策連

絡協議会を立ち上げ、現地に足を運んでいた

だき、要求・提言内容を取りまとめ、提出い

ただくなど誠にありがとうございました。

それでは、大分県水害対策会議がまとめま

した復旧・復興推進計画について御報告しま

す。

お手元の資料「大分県水害対策会議 復旧

・復興推進計画」を１枚おめくりください。

これまで、緊急対応、応急復旧にしっかり

と取り組んできたところですが、今後は本格

的な復旧・復興へと移ってまいります。

復旧・復興に向けては、大分県水害対策会

議を７月１４日に立ち上げ、翌１５日には中

津市、日田市でそれぞれ市長を始め市関係者

とともに現地水害対策会議を開催し、その後

も度々被災市と意見交換を行い、さらに被災

現場の状況把握等にも努めてきたところです。

このように被災市と連携し、また現場に応じ

た具体的な取組を復旧・復興推進計画として

取りまとめました。

目次にありますように、その内容は、被災

者への支援を始め、農林水産業・商工業等へ

の支援、教育施設・文化財等の復旧・復興、

社会資本等の復旧・復興、復旧・復興に係る

人的・財政支援などの項目になっています。

このうち、企画振興部に関係する部分につ

いて御説明いたします。

１２ページをお開きください。

観光産業の復活への支援についてです。発

災後、甚大な被害を受けた地域の状況につい

て、テレビ報道等がなされたことから、大分

全体が被災したのではないか、当分、大分県

に観光に行くことを控えた方がいいのではな

いかといったイメージが先行したこと、また、

ＪＲ久大本線が花月川橋りょうの流失によっ

て不通となったことから、大分県旅館ホテル

生活衛生同業組合のアンケート結果によると、

７月５日の発災から８月１日の間に、大分県

全体で約２万２千件のキャンセルが発生して

います。

そこで、観光客を呼び戻すため、情報発信、

誘客・キャンペーン、旅行商品の造成支援の

三つの取組を実施しています。

一つ目の情報発信では、発災直後から、ツ

ーリズムおおいたのホームページなどを通じ

て、観光情報や交通アクセスに関する正確な

情報の発信を行ってきました。

その後も、県のホームページやＦａｃｅｂ

ｏｏｋなどのＳＮＳの活用に加え、新聞等で

も元気な大分の情報を発信するとともに、首

都圏等でのパブリシティ活動によるメディア

向けの観光情報の発信を精力的に実施してい

ます。

二つ目の誘客・キャンペーンでは、東京・

大阪・福岡の各地でキャンペーンを行ってお

り、元気なおおいたをＰＲするとともに、被

災市の観光協会が行うキャンペーンなどに対

しても、地域活力づくり総合補助金を活用し、

支援することとしています。

三つ目は、ＪＲ久大本線が不通となってい

るため、特に福岡方面からの誘客について、

旅行商品の造成を促進する取組を行っていま
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す。

本県の国内宿泊者数の約３割が福岡県から

で、久大本線は博多から日田・由布院を通り、

大分・別府を結ぶ、本県の重要な観光ルート

の一つですので、７月専決を行い、特典付き

の旅行商品造成の支援を行っていますが、９

月補正でも追加の予算を要求させていただい

ています。

四つ目は、首都圏からの入込客の多い由布

市などでも風評被害が発生していることから、

例えば、東京からの航空機利用と、大分空港

から観光地へのタクシーやバスなどの二次交

通をセットにした旅行商品の造成などを支援

したいと考えています。７月専決でのネット

系旅行会社が行う旅行商品造成に加えて、秋

の観光シーズンを捉えて９月補正でもお願い

しているところです。

次に、２４ページをお開きください。

ＪＲの復旧についてです。今回の災害では、

久大本線の日田－光岡間にある花月川橋りょ

うが流失し、また、日田彦山線では夜明－福

岡県の添田間で被災箇所６３箇所という――

ＪＲ九州管内全体で１０９の被災箇所のうち、

６３箇所を日田彦山線が占めており、それぞ

れ不通となりました。

そこで、早速、不通区間の早期運行再開と

それまでの間の代行輸送の確保について、Ｊ

Ｒ九州や国に要望を行った結果、久大本線は、

平成３０年夏までに復旧する見通しとなり、

また、両路線の不通区間について、復旧まで

の間のバスによる代行輸送が実現したところ

です。

今後も、不通区間の早期復旧や代行輸送の

継続について、ＪＲや国に働きかけてまいり

ます。

以上、企画振興部関係ですが、この計画に

基づき、関係部署と連携して、国や被災市と

協力して、迅速な復旧・復興に向けた取組を

着実に推進したいと考えています。

また、今回策定した計画内容については、

今後の復旧状況に応じて随時見直すとともに、

大分県水害対策会議が進捗管理を行うことと

しています。

阿部観光・地域振興課長 私から、観光産業

の早期復興について説明させていただきます。

こちらのお手元の資料です。

九州北部豪雨災害に係る重要な緊急課題に

対する要望・提言に対する執行部の対応状況

等について説明させていただきます。

まず、７月の九州北部豪雨により観光客の

減少が懸念されております。幸い、宿泊施設

は被害が少なく通常営業しておりますが、県

内各地で、いわゆる風評被害を受け、予約状

況が思わしくないと現場から多くの声を頂い

ております。

特に、今回心配されました７月の県内宿泊

客数は３５万３，９３５人ということで、対

前年比９８．６％でございました。ちなみに、

一昨年と比較しても９６．６％。実は、国内

のお客様は９１．７％と一割減ったんですが、

国外のお客様が１６３％と非常に好調で、全

体の減少を何とか小幅にとどめたという状況

でございます。しかし、現場の声としまして

は、盆以降、特に秋口からの予約状況が思わ

しくないという声もまだ多くございまして、

８月以降の数値にも注意を払っていきたいと

思っております。

具体的な対策につきましては、発災直後の

夏の旅行需要の早期回復を図るとともに、秋

の行楽シーズン以降の旅行需要を確実に確保

するため、既存の事業を前倒しで活用しつつ、

緊急に誘客対策を実施しているところでござ

います。

キャンペーン等につきましても、観光キャ

ンペーンにつきましては、当初から企画され

ていた事業に加えまして、数多くの新規キャ

ンペーンを東京、大阪、福岡など都市圏で展

開をしているところでございます。

またその際、補助率を３分の２にかさ上げ

した地域活力づくり総合補助金を活用して、

参加経費等を支援し、日田市、中津市のほか、

由布市や別府市、玖珠町、九重町など、久大

本線沿線の自治体等も一緒になって実施して

おります。
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特に、日田市内で久大本線の橋りょうが落

ちたということから、福岡対策として、特典

付きのバス旅行商品の造成や久大本線の代わ

りに迂回コースとして日豊本線を利用した商

品の造成支援に取り組んでおります。

また、首都圏対策としまして、大分空港や

各主要駅から、由布院、別府等の観光地をバ

スやタクシーで結ぶ旅行商品の造成支援も行

っているところでございます。

次の情報発信でございますが、ツーリズム

おおいたのホームページにおきまして、各地

のイベントなど観光情報やＪＲや高速道路の

状況など、正確なアクセス情報なども発信す

るほか、新聞やウエブ等も活用し、「おんせ

ん県おおいた今日も元気に営業中！」と、情

報発信を重ねて行っているところでございま

す。また、ツーリズムおおいたのホームペー

ジから、新しくできた旅行商品、そういった

ものにとんでいけるよう情報発信をしている

ということでございます。

インバウンド対策としましても、海外パワ

ーブロガーの招請や旅行雑誌での情報発信を

行っております。

一方、②－２、マスコミ等への依頼でござ

いますが、県サイドからの発信ばかりでなく

て、マスコミ各社に働きかけ、おんせん県お

おいた、各観光地が元気で営業中であること

を、県内はもとより県外にも情報番組等で発

信をしていただきました。

③の観光施設等の設備復旧支援等でござい

ます唐臼小屋だとか堰など被害の大きい小鹿

田の里につきましては、県の被災者地域小規

模事業者持続化支援事業や地域活力づくり総

合補助金、また、国、文化庁の補助金等を活

用して、復旧・復興を支援してまいります。

土田交通政策課長 続いて、ＪＲの早期完全

復旧について、対応状況ということで御説明

させていただきます。

裏面を御覧いただきたいと思います。

頂いている内容が大きく２点ございます。

ＪＲ線の早期完全復旧と代替バスの利便性

向上について、ＪＲ九州に要望していただき

たいということでございますが、それぞれＪ

Ｒ久大本線と日田彦山線につきましては、先

ほど部長からの報告をさせていただきました

とおり、国、ＪＲ九州に対しまして早期の運

行再開を要望しております。結果としまして、

久大本線については来年の夏までの復旧予定

という発表がなされたところでございます。

代行輸送につきましても、道路の復旧状況

に応じて代行バスの運行を順次拡大をしてい

ただいているところでありまして、久大本線

につきましては、日田－光岡間で代行輸送が

確保されてございます。

日田彦山線についても、まずは大行司～日

田駅間で解消されまして、さらに、添田から

大行司間での輸送が確保されたということで、

現在、不通区間となっているところについて

は代行輸送が運行されているという形になっ

てございます。

便数につきましても、当初、日田彦山線に

ついては１日４便でございましたけれども、

今は１日６便ということで２便増便されてい

るという状況でございます。引き続き早期復

旧の要望と代替バスについては運行の継続を

働きかけていきたいと思っております。

油布委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

堤委員 久大線も来年夏の復旧ということで、

確認したかったのは、あそこは橋脚が３本と

も倒れたよね。あれ前の橋の橋脚を少し間引

いて、かなり水と流木がわっと来たから。今

回橋を造るに当たって、どういうふうな補強

をするのかとか、そういう打合せをしている

のかなというのが一つと、あと代替バスの料

金の関係、鉄道で行った場合と代替バスの場

合、通勤通学がメインになると思うけんね、

そこら辺の料金がどうなっているかというの

が分かれば教えてほしいのと、あと観光で外

国から１６３％というところの要因というか、

そこら辺を少し教えてください。

土田交通政策課長 ２点頂きました。

まず、補強の方法について、詳細な部分は

ＪＲ九州において検討が進められていると思
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ってございますけれども、まず、今回流され

てしまった一番の要因が、おっしゃったとお

り橋脚の間隔が狭くて、その結果、流木がた

まってしまい、せき止められて流されてしま

ったというところでございます。

今の河川上の橋脚の基準ですと、２０メー

トルは橋脚の間隔を空けなさいというところ

の基準と、あとは計画水位、洪水なりの計画

水位以上の桁、橋の桁の部分を確保すること。

高さと幅の両方の基準がございますので、新

しく造り替える場合はその大きな二つの基準

にきちんと合致して、流木対策、あるいは流

水対策がきちんと施されるように改修がなさ

れると理解しております。

代替バスの料金につきましては、これはＪ

Ｒが不通区間を鉄道の代替で行うものであり

ますので、料金は鉄道と同じでございます。

ですので、例えば、定期券を持っている高

校生なりはそのまま定期券でバスが使えると

いう状況でございます。

阿部観光・地域振興課長 私から、外国人の

パーセントの件につきまして。

これにつきましては、何と言いましてもイ

ンバウンドの６割近くを占める韓国、これが

非常に好調だということでございます。とい

うのも、韓国の７月の伸び率を見ますと、対

前年で１９５．６％、対前々年比でも１９９．

５％、２倍になっております。昨年は地震が

あって、韓国が４月、５月急落して、７月は

やっと普通に戻ったんですが、去年実は９月

ぐらいから韓国がぐっと伸びています。その

勢いが、いまだに続いていると。

実は今回、豪雨の災害がございましたけれ

ども、地震と違って、海外のインバウンドの

お客様、豪雨のニュースについては余り敏感

には反応されていないということでございま

す。やっぱり地震というのは国によって、特

に韓国は全く地震がないところでございます

ので、地震の影響は非常に大きかったんです

が、豪雨については余りなかったというふう

に出ております。

土田交通政策課長 今の韓国の関連の補足な

んですが、今申し上げた伸びの背景として、

やはり航空路線の充実というのもあるのかな

と思ってございます。今年の５月から、ティ

ーウェイ航空ソウル線が大分空港の国際線で

初めて毎日運行という形になっておりますの

で、そういった形で、直接の空の便が確保さ

れたことを踏まえて大きな流入につながって

いるんじゃないかなと理解しています。

麻生委員 まず、ＪＲの久大線と日田彦山線、

御苦労でございます。いろんな折衝をしてい

るというのが耳に入ってきていますけれども、

まず、鉄道事業者の現状の法律でいくと復旧

経費、自治体の負担割合とかそういった部分

を含めて、例えばＪＲ九州は黒字、上場のた

めに無理やり黒字にしてやってきたばっかり

に、あくまでも黒字という状況の中でＪＲ九

州さん自身も大変な状況だなと思うんですね。

一方、ＪＲ北海道みたいな赤字路線であれば、

かなりかさ増ししてやると、そういった部分

の中で、今回のその後のここの基本法の部分

の動きというのを、何か聞いておればそれを

教えてほしいというのが１点と、日田彦山線

は６３箇所あるということですが、このうち、

大分県内が何箇所なのかと、各駅のそれぞれ

の間にどういう状況になっているかとか、道

路等に関しては被災箇所をちゃんと地図上に

載っけて議会への報告もあったんですが、鉄

道に関しては全く今まで、久大線の落橋の部

分以外は報告がないんですね。当然、ドロー

ン等々でも撮影をして、極端な話が県の土木

サイドも大方見て、一緒になって知恵を出し

て、こういうこの辺りから優先的にどうだと

かいう話が出てきてしかりだと思うんですが、

全くそういうのが今までないものですから、

それについてどうなっているのかというのを

もうちょっと詳しく説明してほしい。できれ

ば、ドローンで撮影した被災現場、こういう

実態になっているというのを、資料でお示し

いただければ幸いです。

もう一点、日田彦山線に関しては、代替バ

スが、御尽力いただいたおかげでかなりの本

数が戻ってやっているんですが、ジャンボタ
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クシーで今運行しているんですよね。それぞ

れの向こうの駅に行くと、ジャンボタクシー

なので、乗れずに行くケースがありますけど

ごめんなさいという表現で貼っているんです

ね、駅等々にね。その辺の実態把握をどのよ

うにしていらっしゃるのか、伺います。

土田交通政策課長 三つ頂きました。まず、

一つ目の法律の動き、鉄道軌道整備法のお話

かと思っておりますが、現在、国会で議員立

法の動きの中で、今おっしゃっていただいた

ように、黒字企業には補助ができない制度に

なっていますのを、それを改正をして、黒字

企業にも補助が出せるようにするという動き

があるというふうに聞いておりますので、県

としてはその改正の動きを注視して、仮に成

立した場合はどのように対応するかというの

は今後検討したいと思っています。

二つ目の日田彦山線の状況でございますが、

我々もＪＲの方から詳細に県内箇所がどれぐ

らいでというのはまだ聞けておりません。全

体で６３箇所あるという状況は聞いておりま

すけれども、例えば、どこの区間でどのぐら

いとはまだ詳細に聞いていない状況ですので、

御指摘を受けて、改めてＪＲの方に確認をし

たいと思っております。ただ、日田彦山線の

場合は、道路の復旧状況も遅れていたという

こともありまして、ＪＲの方でも、まずは軌

道上を徒歩で歩きながら確認するというよう

にも聞いていますので、なかなか先方も現状

の確認に時間を要しているとは聞いておりま

すけれども、改めて現状について確認をした

いと思います。

最後の、日田彦山線で運行されている代行

バスの現状についてですけれども、今のとこ

ろ、便数も４便から６便に増えて、かつ当該

地域では、ほかにも日田市が運行しているコ

ミュニティバスであるとか福祉バスも運行さ

れていると聞いております。その中で、まだ

積み残しがあるという情報は入ってございま

せんけれども、今の直近の状況についても改

めて確認をして、積み残しなり御不便な点が

あるようであればきちんと把握して、ＪＲに

は改善を求めていきたいと思います。

麻生委員 まず、軌道何とかの法律ね、ただ

傍観するんじゃなしに、地方６団体一緒にな

って、そういった動きを後押しするような要

望活動とかそういった部分も必要だろうと思

いますので、是非それはお願いしておきたい

と思います。

それから、６３箇所のうちの大分の状況と

いった部分について、これは軌道だけじゃな

くて、当然、山腹崩壊とかいろんな周辺の影

響があるわけですから、当然、行政として、

自治体として把握するのは当たり前の話です

から、県がドローンを飛ばしてでも調査して

被害の実態を把握するというのは当たり前の

話で、それがいまだに、２か月たってできて

いないと、これは大問題ですよ、我々に言わ

せると。しっかりやってほしいと思います。

それから、３点目のジャンボタクシーとい

うのは、実は大分側はジャンボタクシーは多

分走っていないんですよ、さっきあえて言い

ましたけど、大分側の部分。ただ、添田側か

ら来ている部分は、どこまでジャンボタクシ

ーで代行しているかというのを私も把握でき

ていないんですけど、ジャンボタクシー区間

と西鉄の普通の路線バスを代替バスにやって

いる区間とあるみたいなので、そういった状

況の中で、乗れない人というのは、実際問題

ほとんどないんですよね。逆に、大分区間の

中で、代替バス、先日も見たら一番後ろに１

人乗っているだけといったバスを走らせてい

ると、そういったコストを考えると、もっと

便数を減らしてでもジャンボタクシーとかほ

かの方法も含めて、被災地の方々にとってプ

ラスになるような交通政策を、この際ですか

ら、こういったのこそ復旧じゃなしに改良復

旧という発想の下で利便性を高めてあげると

いうのも方法でしょうから、そういう認識も

持って取組をしていただければと思います。

土田交通政策課長 特に１点目の関係ですけ

れども、県の方でも国に対して要望しており

ます。鉄道軌道整備法改正をして、黒字企業

であるＪＲ九州にも補助ができるようにして
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ほしいと。思いとしましては、それで自治体

が一部負担することによって、ＪＲ九州の復

旧のスピードが早まる、あるいは決断が早ま

るというところを期待できると考えておりま

すので、その効果を狙って国に対しては要望

しているところでございます。

二つ目については、おっしゃったとおり軌

道以外にもほかの治山治水の関係もございま

すので、県の土木建築部とも確認をして、状

況をきちんと確認をしたいと思います。

麻生委員 はい、結構です。

油布委員長 ほかに御質疑もないようであり

ますので、九州北部豪雨災害関係の報告を終

わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

油布委員長 それでは、以上をもちまして、

企画振興部関係を終わります。

執行部は、お疲れさまでした。

〔企画振興部退室、総務部入室〕

油布委員長 これより、総務部関係の説明に

入りますが、これに先立ち、７月１日付けで

執行部職員の異動がありましたので、御挨拶

をお願いします。

〔尾野総務部長挨拶〕

〔和田理事兼審議監挨拶〕

油布委員長 それでは、九州北部豪雨災害復

旧・復興推進計画について、執行部の説明を

お願いします。

尾野総務部長 総務部に関係する部分につい

て御報告いたします。

復旧・復興推進計画の５ページをお開きく

ださい。中ほどの（７）県税、使用料・手数

料の減免についてです。①の県税の減免措置、

申告の期限延長等ですが、その下の制度にあ

りますとおり、一定の要件を満たす被災者に

対して、県税の軽減・免除、申告期限の延長

や納税の猶予を行うものです。減免の相談状

況等の実績は９月１日時点で、納税等の相談

件数は３１件、減免が４件です。

次に、その下の②の使用料・手数料の減免

です。これはその下の対象期間及び対象者に

ありますとおり、７月５日から７月３１日ま

での期間内の罹災証明書の交付を受けた者に

ついて、県営住宅使用料や免許証再交付手数

料などの減免を行うものです。その下にあり

ますとおり、減免率は全額減免で、減免実績

は９月１日時点で県営住宅や職員住宅の使用

料８件、免許証再交付手数料８件など合計２

７件、３７万４，９０６円です。

次に２６ページをお開きください。

Ⅴの復旧・復興に係る人的・財政支援につ

いてです。１の（１）人的支援の①初期災害

復旧対応に係る県職員等の派遣ですが、避難

者の健康支援や避難所の運営支援、被害調査

など初期の災害対応のため、７月６日から８

月７日までに、上の県職員の表の右下の計欄

にありますとおり、県職員を延べ３９５人、

その下の県内市町村職員の表の右下の計欄に

ありますとおり、市町村職員を延べ５７人派

遣いたしました。

続きまして、その下の②復旧工事に係る県

職員等の派遣についてです。２６ページの下

の県職員の派遣の表を御覧ください。

表の一番左の列にありますとおり、職種は

農業土木、林業、土木の３職種で、業務内容

はその右の列にありますとおり、災害復旧事

業に関する技術的支援のほか、査定設計書や

発注設計書の作成などです。また、派遣先は

日田市及び中津市で、応援予定期間は市や職

種によって異なりますが、８月から既に派遣

を開始しており、最長で今年度末までを予定

しています。また、一番下の計欄にあります

とおり、派遣人数は日田市に１１人、中津市

に３人の合計１４人です。

次に２７ページの一番上の県内市町村職員

の表を御覧ください。

今回の災害では県内の市町村からも職員を

派遣しています。表の一番左の列にあります

とおり、職種は農業土木、土木の２職種、そ

の右の列の業務内容は県職員の業務と同様で

す。派遣先は日田市のみでありますが、１１
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市町が交代で、延べで９人ずつ日田市に派遣

することとしています。

続きまして、その下の③九州・山口９県災

害時応援協定に基づく他県職員の受入れにつ

いてです。これまで申し上げましたとおり、

県から両市に１４人の職員を派遣することを

踏まえ、中ほどの表の右下の計欄にあります

とおり、７月２８日に九州・山口９県被災地

支援対策本部に本県へ７人の職員派遣の要請

をし、現在６人の応援職員に来ていただける

ことになっております

表の上にありますとおり、業務内容は、災

害査定事務、復旧工事の設計など、職種は農

業土木、林業、土木の３職種で、受入予定所

属については、西部振興局及び日田土木事務

所に配属しています。

次にその下の２の（１）財政支援のうち①

を飛ばしまして、②普通交付税の繰上げ交付

についてです。これは、災害により多大な被

害を受けた被災市の資金繰りを円滑にするた

めに、普通交付税を定例の時期より繰り上げ

て交付するものです。通常は９月交付となり

わけですが、この交付予定額の３割が７月１

４日に繰り上げて交付されました。

続きまして、２８ページをお開きください。

一番上の④国庫補助負担金・特別交付税等の

要望についてです。被災地域の財政負担軽減

のため、国庫補助負担金や特別交付税を始め

とした地方財政措置による十分な財政支援を

国に要望してきたところです。

その一つが、その下の⑤農地等小災害復旧

事業債の弾力的運用です。これは農家個人が

行う事業費が４０万円未満の小規模な農地復

旧事業に対して市町村が補助金を出す場合、

特例として交付税措置のある補助金に地方債

が適用されるものです。こうした弾力的運用

を国に働き掛けまして、被災市の財政負担の

軽減等を図っているものです。

油布委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

麻生委員 今回の豪雨災害、５年前にもあっ

て今回もということで、また昨年も地震があ

って、いろんな見直しをしてきたわけですけ

れども、ちょっとまだ反省点が何点かあるな

ということを痛感していまして、それという

のが、中山間地で簡易水道の方が実質３週間

断水状態で、我々議会への途中経過の報告の

中でも断水ということも、それまでは簡易水

道部分が上がってこなかったというようなこ

ともあったんですが、やっぱり本当に困って

いらっしゃる方というのは声も出せないで、

悲惨な状況で御苦労されていらっしゃったと

いう事実があったわけでございます。その後、

現地にも行っていろんな検証をしてみました

ときに、先ほど説明もありました人的支援、

前回のとき、市町村との連絡員とか、地震の

とき連絡員を配置したけれども、機能しなか

ったと。今回も、ライフラインに関して簡易

水道の部分については断水しているやつにつ

いても、連絡員が機能していなかったという

ことになるんじゃないかなと私は思うんです

ね。本来、簡易水道というのは、やっぱり市

町村が把握し、その復旧復興をどうするかと

いう形になるんでしょうけど、現状としては、

今回も振興局の方で補助金で措置して復旧を

してもらうと。あるいは本復旧も、振興局の

補助金でやるというようなことになっている

ようにあるんですが、まず、そうした復旧財

源みたいなものについて、市町村との連絡員

が、そういった簡易水道に、今回、まず行っ

たのか行かなかったのか。そういった連絡員

について、把握の仕方とか、役割として、と

りあえず応急復旧するという部分についての

指導の在り様とか、研修をし、当然そういっ

た知識もお持ちの上で行っていらっしゃると

思っているんですが、そういったことが機能

しなかった、市の担当者は現地まで出向いて

いって、これはあくまでも簡易水道でしかも

個人ですから、手の出しようが法律的にあり

ませんということで帰ってしまって、３週間

放置されてやっと振興局が出ていって対処す

るに至ったというふうに聞いているんですが、

そういった連絡員とか市町村との連携とか、

技術的な知識であるとかそういった部分を含
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めて、検証をする必要があるんじゃないかな

と思っておりますので、これは是非、また詳

しい部分について、必要とあれば御連絡申し

上げますので、よく実態を検証しておいてほ

しいと思います。見直すべきところは見直す、

あるいは、５年前と今回、そして去年の地震

を含めて、連絡員の役割とかいろんな部分で、

被災者の中で声を上げたいけど上げられなか

った方々の苦労というか、そういった方のと

ころに現地にインタビューに行って、まとめ

て、改善すべき部分は改善し、自治人材育成

センターもできていますので、研修制度の中

にも組み込んで、しっかりと、二度と同じよ

うなことを繰り返さないように、更にグレー

ドアップできるようなスキルアップを図って

いただくことを要望しておきます。

堤委員 いろんな支援制度が今ありますよね、

県とか市町村を含めてね。さっきの話では県

税が一つありましたね。そういう担当課によ

ってそれぞれ持っている支援策が違ってくる

じゃないですか。そういうものをまとめて―

―県のホームページには、市町村が実施する

という分厚いものも出ているから分かるんだ

けれども、あれをまとめた何か、分かりやす

いパンフレットというのは、被災者に配って

いるのかなというのが一つ。まずそういうの

が必要じゃないかなと思うんだけどね。

もう一つは、さっきの小規模農地災害の関

係で、今４０万円未満だけれども、中津市と

日田市で、日田市が多いんだと思うんだけど

も、ここは、個人負担がやっぱり、ある意味

市町村で対応は違うんだけれども、中津市と

日田市の状況について、個人負担があるかど

うかというのを教えてください。

吉冨税務課長 県税の対応については、ホー

ムページでまとめて、先ほど委員が言われた

ように掲載していました。

もう一つ、７月２３日に災害から２週間経

過後に、５紙に掲載をして、５段抜きの半分

ですけれども、それをすることによって、２

週間たって御自身の災害の具合が分かるでし

ょうからということでしたところです。

山田市町村振興課長 被災者への支援制度に

ついて、先ほど委員おっしゃられましたとお

り、災害復旧・復興に関する主な制度の概要

ということで、この中に、生活面での支援、

これは被災者に対する、被災者生活再建支援

法の適用とか住宅災害に対する支援とか、そ

ういった制度をまとめた形で県のホームペー

ジに常時掲載をしています。例えば特殊な災

害、豊後大野市で地すべりの被害がございま

したけれども、そういったときには、その地

すべり関連のものを加えたりとか、あるいは

水害の場合は水害のところを足したりして、

常時掲載しているものにそれを付け加えた形

で今回もホームページに掲載しまして、市町

村にはそれを基にして、被災者に対して情報

提供ができるようなものを作成するように助

言をしているところです。

尾野総務部長 農地の小規模災害復旧の補助

金の自己負担分でありますが、これにつきま

しては、日田市と中津市、それぞれ補助率が

若干異なっておりまして、例えば事業費が３

０万円の場合には、日田市であれば７割の補

助金を出そうということになっておりまして、

３０％の９万円が農家負担ということになり

ます。

中津市は、若干その分の補助率が高うござ

いまして、９割補助金を出すということで、

農家負担が３万円ということになっておりま

す。ただ、非常に小回りの利く仕組みなので、

市町村も、これたくさん数が出るんですけれ

ども、地方債を充てられて、さらには交付税

措置が付くということで、かなり利用は進ん

でおります。

堤委員 となると、４０万円未満で今の３０

万円、その間の人は、結局どうなるの。

尾野総務部長 例えを３０万円の数字で言い

ましたけど、４０万円未満のものがこの小規

模の対応ということになります。それ以上は、

災害復旧事業ということで対処ができます。

堤委員 はい、分かりました。

麻生委員 回答はいいですから。

先ほども企画のときにちょっと言ったんで
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すけど、３３ページの地図を見ても、ＪＲの

被災箇所は久大線だけしか入っていないんで

すね、日田彦山線は全く入っていないと。こ

ういった抜け落ちている部分があるので、各

部局との相互調整をやる総務部の方でしっか

りこういった部分はチェックしてほしいと思

います。

それから、３２ページに、例えば鉄道の被

災箇所とかいったフォーマットも、今後のこ

とを考えるとフォーマットそのものも見直し

をしておいていただければと思います。

３１ページの部分についても、先ほど言っ

た水道であるとか電気とか、そういった部分

のライフラインに関わるものも、常に被災状

況並びに復旧状況、応急復旧等々が一目で分

かるようなフォーマットに、この３１ページ

からの部分の見直しをこの際しておいていた

だくことを求めておきます。

油布委員長 ほかに御質疑もないようであり

ますので、九州北部豪雨災害関係の報告を終

わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

油布委員長 それでは、以上をもちまして、

総務部関係を終わります。

執行部は、お疲れさまでした。

これをもちまして、本日の委員会を終わり

ます。


